国税通則法「改正」案
記帳の義務化に反対して下さい
　2011年度税制改正法案は6月に分離されており、一部未成立になっています。この未成立の法案にある、国税通則法「改正」案は、納税者の権利を侵害する問題点が多数含まれています。
　事前通知の例外規定や、帳簿書類の提示・提出、罰則の強化、修正申告の勧奨などが盛り込まれ、とても「改正」といえないものばかりです。また、全ての中小業者に記帳を義務付ける所得税法「改正」案も盛り込まれており、課税庁の権限を強化するものです。

　臨時国会での一括審議ではなく、納税者の権利を確立するための審議を改めて行い、広く国民の意見を聞いていただけるようお願いします。






ひとこと








